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総
務
省
の
「
労
働
力
調
査
（
２
０
１
９
年
）」

に
よ
れ
ば
、
非
労
働
力
人
口
の
う
ち
、
就
業
希

望
者
は 

約
３
３
０
万
人
。
そ
の
中
で
、
求
職

で
き
な
い
理
由
と
し
て
「
健
康
上
の
理
由
」
を

挙
げ
て
い
る
人
は
約
66
万
人
に
上
り
ま
す
。
こ

れ
ら
の
人
々
は
、
健
康
上
の
理
由
の
た
め
に
働

き
た
く
て
も
働
け
な
い
状
態
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

ま
た
、
会
社
員
（
公
務
員
）
が
病
気
や
ケ
ガ

で
仕
事
を
休
ん
だ
場
合
に
受
け
取
れ
る
「
傷
病

手
当
金
」
の
支
給
件
数
（
組
合
健
保
の
場
合
）

は
、
約
60
万
件
（
２
０
１
１
年
度
）
か
ら
約

70
万
件
（
２
０
１
７
年
度
）
と
、
６
年
間
で
、

10
万
件
も
増
加
し
て
い
ま
す【
図
表
１
】。ま
た
、

全
国
健
康
保
険
協
会
の
「
現
金
給
付
受
給
者
状

況
調
査
報
告
（
平
成
30
年
度
）」
で
傷
病
手
当

金
の
受
給
の
原
因
と
な
っ
た
傷
病
別
の
構
成
割

合
を
見
る
と
、「
精
神
及
び
行
動
の
障
害
」
が
、

４
・
45
％
（
１
９
９
５
年
度
）
か
ら
29
・
09
％

（
２
０
１
８
年
度
）
へ
と
大
き
く
増
加
し
て
お

り
、う
つ
病
な
ど
メ
ン
タ
ル
系
の
病
気
に
よ
り
、

働
け
な
く
な
る
人
が
増
え
て
い
る
と
見
ら
れ
ま

す
。こ

う
し
た
デ
ー
タ
と
と
も
に
注
目
す
べ
き

は
、
医
療
の
進
歩
な
ど
に
よ
り
、
入
院
日
数
が

少
な
く
な
る
一
方
、
通
院
日
数
は
増
加
し
て
い

る
と
い
う
点
で
す
。
入
院
１
日
あ
た
り
の
給
付

額
が
決
ま
っ
て
い
る
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い

る
場
合
は
、
保
険
金
は
１
日
ご
と
に
足
し
上
げ

た
も
の
が
支
払
わ
れ
ま
す
が
、
退
院
後
の
通
院

治
療
が
長
引
く
場
合
は
、
医
療
費
の
負
担
が
重

く
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
生
活
費
や
住
宅
ロ
ー

ン
な
ど
、
か
か
り
続
け
る
費
用
も
あ
り
、
家
計

が
圧
迫
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

健
康
上
の
理
由
で
働
け
な
く
な
る
人
が
増
え
て
い
る
と
聞
い
た
の
で
す
が

QA
デ
ー
タ
か
ら
は
そ
う
し
た
姿
が
見
て
と
れ
ま
す

病気やケガなどの理由で働けない期間が長引くと、家計への影
響も大きくなります。そこで今回は、働けなくなったときに利
用できる公的保障や民間保険など、現役世代が知っておきたい
情報についてご紹介します。

健康上の理由で
働けなくなった
ときの保険

生命保険や医療保険に加入している人は、万が一の場合（死亡または障害状態になった場合、あるいは病気やケガで入院・
治療をした場合）でも、保険金や給付金が出るので、備えは万全だと思うかもしれません。
しかし、そこには「働けなくなるリスク」という見落としがちな点があります。それがどのようなリスクなのか、働けな
いときに利用できる公的保障や民間保険にはどのような種類があるのかを知っておくことが大切です。
いざ働けなくなったときに役立つ情報をQ&A形式でチェックしていきましょう。

【図表1】「傷病手当金」の支給件数（組合健保の場合）

（出所）厚生労働省「医療保険に関する基礎資料~平成29年度の医療費等の状況～」
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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監修／黒田尚子〈ファイナンシャル・プランナー（CFP®）〉
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ど
の
よ
う
な
制
度
が
利
用
で
き
る
か
は
、
会
社

員
（
公
務
員
）
か
自
営
業
者
か
に
よ
っ
て
異
な
り

ま
す
。
例
と
し
て
、
病
気
や
ケ
ガ
で
入
院
し
て
、

退
院
後
に
長
期
自
宅
療
養
に
な
っ
た
と
き
に
利

用
で
き
る
公
的
支
援
制
度
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う

【
図
表
２
】。

ま
ず
、
職
業
に
関
係
な
く
誰
も
が
利
用
で
き
る

制
度
が「
高
額
療
養
費
制
度
」と「
医
療
費
控
除
」

で
す
。
前
者
は
、
１
カ
月
に
か
か
っ
た
医
療
費
が

自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、
そ
の
超
え

た
額
が
払
い
戻
さ
れ
る
制
度
。
後
者
は
、
支
払
っ

た
年
間
医
療
費
が
一
定
額
を
超
え
た
場
合
に
、
所

得
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

会
社
員
（
公
務
員
）
で
あ
れ
ば
、
所
定
の
条
件

を
満
た
す
と
最
長
で
１
年
６
カ
月
間
は
「
傷
病
手

当
金
」
を
受
給
で
き
ま
す
。
ま
た
、
会
社
を
退
職

す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
雇
用
保
険
か
ら
「
基
本
手

当
（
失
業
給
付
）」
を
受
給
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
、

初
診
日
か
ら
１
年
６
カ
月
が
経
過
し
、
障
害
等
級

１・２
級
と
認
定
さ
れ
れ
ば
障
害
年
金
と
し
て「
障

害
基
礎
年
金
」
と
「
障
害
厚
生
年
金
」
が
受
給

で
き
、
障
害
等
級
３
級
と
認
定
さ
れ
れ
ば
「
障
害

働
け
な
く
な
っ
た
と
き
に
受
け
ら
れ
る
公
的
保
障
は
あ
り
ま
す
か
？

QA
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
が
あ
り
ま
す
が
、

自
営
業
者
は
対
象
外
の
も
の
も
あ
り
、
注
意
が
必
要
で
す

（出所）監修者作成

【図表２】働けなくなった場合の公的支援制度の流れ

「
傷
病
手
当
金
」
や
「
障
害
年
金
」
で
今
ま
で
の
生
活
を
維
持
で
き
ま
す
か
？

QA
給
付
だ
け
で
は
、
ま
か
な
い
き
れ
な
い
可
能
性
も
あ
り
ま
す

会
社
員
（
公
務
員
）
の
場
合
、

業
務
外
の
病
気
や
ケ
ガ
で
４
日

以
上
仕
事
を
休
む
と
、「
傷
病
手

当
金
」
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
金
額
の
目
安
は
、
標

準
報
酬
月
額
の
３
分
の
２
で
す
。

  

「
障
害
基
礎
年
金
」
は
、
障
害

等
級
や
子
の
人
数
な
ど
で
支
給

額
が
異
な
り
ま
す
。
ま
た
、「
障

害
厚
生
年
金
」
は
加
入
期
間
と

月
給
を
ベ
ー
ス
に
「
報
酬
比
例

の
年
金
額
」
が
計
算
さ
れ
、
障

害
等
級
や
配
偶
者
の
有
無
に
よ

り
支
給
額
が
決
ま
り
ま
す
【
図

表
３
】。

た
だ
し
、【
図
表
２
】
の
例
を

見
る
と
、
全
世
帯
の
平
均
世
帯

収
入
月
額
の
45
・
97
万
円
に
対

し
て
、
傷
病
手
当
金
の
平
均
月

額
は
17
万
円
で
す
。
雇
用
保
険

（
基
本
手
当
）、
障
害
年
金
の
例

を
見
て
も
、
会
社
員
（
公
務
員
）

で
あ
れ
自
営
業
者
で
あ
れ
、
収
入
は
大
幅
に
減

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

通
院
治
療
な
ど
で
医
療
費
が
か
か
る
だ
け
で

な
く
、
住
宅
ロ
ー
ン
の
返
済
や
生
活
の
た
め
の

【図表3】働けなくなったときの公的保障

厚
生
年
金
」
の
み
を
受
給
で
き
ま
す
。

一
方
、
自
営
業
者
の
場
合
、
国
民
年
金
か
ら
の

「
障
害
基
礎
年
金
」
は
対
象
で
す
が
、「
傷
病
手

当
金
」
や
「
基
本
手
当
」、「
障
害
厚
生
年
金
」
は

受
給
の
対
象
外
で
す
。

つ
ま
り
、
会
社
員
（
公
務
員
）
と
比
較
し
て
、

自
営
業
者
の
方
が
受
け
ら
れ
る
公
的
支
援
が
少

な
い
の
が
現
状
で
す
。

制度内容 支給条件 支給期間 支給額

傷病手当金

会社員（公務員）が、
病気やケガのため、
仕事を休んだ場合の
所得補償

①業務外の事由による病
気やケガの療養のために
働くことができないこと
②4日以上仕事を休んでい
ること

支給を始めた日か
ら最長1年６カ月の
間

【１日あたりの支給額】
直近12カ月間の標準報酬月
額を平均した額の30分の１
に相当する額の3分の２

障害年金

病気やケガによって
生活や仕事などが制
限されるようになっ
た場合に、受け取る
ことができる年金。
「障害基礎年金」、「障
害厚生年金」がある

病気やケガについて、初め
て医師の診療を受けた日
（初診日）に、国民年金また
は厚生年金に加入してい
た場合で、法令に定められ
た障害等級表による障害
状態にあること※1　

初診日から1年6カ
月後に認定。以後、
要件を満たしてい
れば、老齢年金受給
まで支給

【障害基礎年金の場合（年額）】
障害等級１級：78万1,700円
×1.25+子※2の加算※3

障害等級2級：78万1,700
円+子※2の加算※3　　　

※1.  障害基礎年金は、20歳未満（国民年金に加入前）、もしくは60歳以上65歳未満（年金制度に加入して
いない期間で日本に住んでいる間）の間に障害が生じ、その状態が続いている人も支給対象

※2.  子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級または2
級の障害者に限る

※3.  第1子・第２子 各22万4,900円、第３子以降 各7万5,000円

平均月額17万円※1

障害年金
月額13.0万円※3

全世帯の平均世帯収入
月額45.97万円※4

1年6カ月休職4日目

病気・ケガ
（初診日）

障害認定日

離職の場合

高額療養費制度

医療費控除

障害年金
【会社員（公務員）、自営業者】

傷病手当金【会社員（公務員）】

雇用保険（基本手当）
【会社員】

月額17.9万円※2

※1. 全国健康保険協会「現金給付受給者状況調査報告」（平成30年度）（１日あたり  
　　 支給額 5,483 円）
※2. 離職時29歳以下、被保険者期間5年以上10年未満、給与月額30万円、自己都合
　　 退職（給付日数90日）の場合      
※3. 会社員男性28歳、被保険者期間6年、平均標準報酬月額26万円、妻・子１人、障害 
        等級１級の場合（障害厚生年金 年35万3,155円＋障害基礎年金 年120万2,025円）
※4. 厚生労働省「平成30年国民生活基礎調査」

（出所）監修者作成
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支
出
は
、
働
い
て
い
た
と
き
と
同
様
に
か
か
る

た
め
、
傷
病
手
当
金
や
障
害
年
金
な
ど
が
支
給

さ
れ
た
と
し
て
も
、
家
計
の
や
り
繰
り
が
き
つ

く
な
る
可
能
性
が
高
く
な
り
ま
す
。

そ
の
場
合
は
、
生
活
費
を
見
直
し
て
家
計
を

切
り
詰
め
る
、
手
持
ち
の
貯
金
を
取
り
崩
し
て

不
足
分
に
充
て
る
と
い
っ
た
対
応
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

公
的
保
障
で
ま
か
な
え
な
い
分
を

カ
バ
ー
で
き
る
民
間
保
険
は
あ
り
ま
す
か
？

QA
「
就
業
不
能
保
険
」
と
「
所
得
補
償
保
険
」
が
あ
り
ま
す

公
的
保
障
で
ま
か
な
え
な
い
分
を
カ
バ
ー
す

る
民
間
保
険
と
し
て
、
生
命
保
険
会
社
が
販
売

す
る
「
就
業
不
能
保
険
」
と
損
害
保
険
会
社
が

販
売
す
る
「
所
得
補
償
保
険
」
が
あ
り
ま
す
【
図

表
４
】。

  

「
就
業
不
能
保
険
」
と
は
、
病
気
や
ケ
ガ
で

働
け
な
く
な
っ
た
際
に
、
収
入
が
途
絶
え
る
リ

ス
ク
に
備
え
る
保
険
で
す
。
医
療
保
険
の
よ
う

【図表４】就業不能保険と所得補償保険の違い

（出所）監修者作成

に
入
院
日
数
な
ど
を
基
準
と
し
た
給
付
で
は
な

く
、
所
定
の
就
業
不
能
状
態
に
な
る
と
、
保
険

金
が
受
け
取
れ
る
タ
イ
プ
の
保
険
で
す
。

保
険
金
は
、
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
額
を
、

給
与
の
よ
う
に
毎
月
受
け
取
る
の
が
一
般
的（
一

括
で
受
け
取
れ
る
も
の
も
あ
る
）
で
、
保
険
期

間
は
55
歳
、
60
歳
、
65
歳
な
ど
希
望
す
る
時
期

ま
で
を
指
定
し
ま
す
。
保
険
金
額
は
、
契
約
前

の
年
収
に
応
じ
た
上
限
の
範
囲
内
で
、
基
本
的

に
月
５
〜
50
万
円
の
間
か
ら
設
定
す
る
形
に
な

り
ま
す
。

就
業
不
能
状
態
の
条
件
は
一
律
で
は
な
く
商

品
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
事
前
に
ど
ん
な
場

合
に
保
険
金
を
受
け
取
れ
る
の
か
を
確
認
し
て

お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

  

「
所
得
補
償
保
険
」
も
同
様
に
、
働
け
な
く
な

る
リ
ス
ク
に
備
え
る
保
険
で
す
が
、
保
険
期
間

が
60
歳
ま
で
な
ら
そ
の
期
間
ず
っ
と
保
障
が
続

く
就
業
不
能
保
険
と
は
異
な
り
、
保
険
期
間
は

１
年
な
ど
短
期
で
す
。

ま
た
、
就
業
不
能
保
険
は
、
免
責
期
間
（
契

約
後
、
保
険
金
が
支
払
わ
れ
な
い
期
間
）
が
60

日
、
１
８
０
日
な
ど
が
一
般
的
な
の
に
対
し
て
、

所
得
補
償
保
険
は
７
日
な
ど
短
期
間
な
の
が
特

徴
で
す
。

所
得
補
償
保
険
で
は
、
保
険
金
額
は
保
険
契

約
の
前
の
12
カ
月
の
所
得
の
平
均
を
基
に
、
そ

の
50
〜
70
％
が
上
限
と
な
り
ま
す
。

「
就
業
不
能
保
険
」
と
「
所
得
補
償
保
険
」
は

ど
ち
ら
を
選
ぶ
と
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？

QA
会
社
員（
公
務
員
）か
自
営
業
者
か
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す

会
社
員
（
公
務
員
）
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は
、

有
給
休
暇
を
必
ず
取
得
し
ま
し
ょ
う
。
有
給
休

暇
は
「
労
働
し
た
」
と
み
な
さ
れ
、
給
与
が
満

額
受
け
取
れ
ま
す
。
そ
の
う
え
で
、
最
長
１
年

６
カ
月
間
は
、
健
康
保
険
か
ら
傷
病
手
当
金
を

受
け
取
れ
る
の
で
、
備
え
が
必
要
と
な
る
の
は
、

そ
の
後
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
短

期
保
障
タ
イ
プ
の
所
得
補
償
保
険
で
は
な
く
、

保
険
期
間
が
長
い
就
業
不
能
保
険
で
長
期
の
保

険
を
検
討
す
る
と
い
う
の
が
基
本
的
な
考
え
方

に
な
る
と
言
え
そ
う
で
す
。

ま
た
、
会
社
員
（
公
務
員
）
の
場
合
、
勤
務

先
の
福
利
厚
生
に
「
G
L
T
D
（
団
体
長
期
障

害
所
得
補
償
保
険
制
度
）」
が
明
記
さ
れ
て
い

る
か
ど
う
か
も
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
G
L
T
D

の
取
扱
い
が
あ
る
場
合
、
そ
ち
ら
を
優
先
し
て

加
入
す
る
の
が
お
薦
め
で
す
。
こ
の
制
度
は
病

気
や
ケ
ガ
に
よ
り
長
期
間
に
わ
た
っ
て
就
業
が

不
能
に
な
っ
た
と
き
の
所
得
を
補
償
す
る
団
体

保
険
の
一
種
で
、
個
人
で
加
入
す
る
就
業
不
能

保
険
や
所
得
補
償
保
険
よ
り
も
保
険
料
が
安

く
、
補
償
内
容
も
充
実
し
て
い
る
た
め
で
す
。

一
方
、
自
営
業
者
は
、
有
給
休
暇
も
な
く
、

傷
病
手
当
金
の
対
象
で
も
な
い
た
め
、
働
け
な

く
な
る
と
す
ぐ
に
無
収
入
に
な
る
リ
ス
ク
が
あ

り
ま
す
。
障
害
年
金
は
対
象
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
病
気
や
ケ
ガ
で
初
め
て
病
院
を
受
診
し
た

日
か
ら
１
年
６
カ
月
後
、
所
定
の
障
害
状
態
で

就業不能保険 所得補償保険

取扱保険会社 生命保険会社 損害保険会社

保険期間 「60歳まで」など一定年齢までを保障 １年など一定期間を保障
（長期保障型もあり）

免責期間 60日、180日などが一般的 ７日など短期間が多い

保険金額 保険会社によって契約前の年収に応じ
た上限額が設定される

契約前12カ月の所得の50～70％が
上限        

就業不能の
定義

病気やケガで働けない状態
（保険会社所定の就業不能状態）

病気やケガで働けない状態
（保険会社所定の就業不能状態）

保険料例（40歳
男性の例） 月2,958円（A生命保険会社の例）※1 月2,140円（B損害保険会社の例）※2

対象の疾病 精神疾患は含まない保険会社が多い 精神疾患は含まない

仕組み

特徴
免責期間が60日、180日など長めなの
で、傷病手当金給付とセットで考える
とよい

免責期間が７日など短いので、所定の
就業不能状態になってすぐに保険金が
必要な人に有用

▲▲ ▲ ▲ ▲ ▲

保険金給付 保険金
給付

免責期間
(60日、
180日など)

免責
期間
(7日
など)

就労困難加入 保険期間満了
（60歳など）

加入 就労困難 対象期間
保険期間満了
（1年など）

※１．保険期間60歳まで、免責期間60日、就業不能給付金月10万円
※２．保険期間１年、てん補期間２年、免責期間７日、所得補償保険金額月10万円、基本職種級別１級
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な
け
れ
ば
、
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
免
責
期
間
が
短
く
、
数
日
で
給

付
を
受
け
取
れ
る
「
所
得
補
償
保
険
」
に
加
入

し
、
自
営
業
者
が
も
ら
え
な
い
傷
病
手
当
金
の

代
わ
り
の
補
償
を
得
る
と
い
う
の
も
一
つ
の
方

法
で
す
。

た
だ
し
、
所
得
補
償
保
険
は
保
険
期
間
が
１

年
な
ど
短
い
タ
イ
プ
が
多
い
の
で
、
就
業
不
能

保
険
に
も
加
入
し
て
お
け
ば
、
短
期
と
長
期
の

ダ
ブ
ル
で
備
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

「
就
業
不
能
保
険
」
を
選
ぶ
際
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
を
教
え
て
く
だ
さ
い

QA
免
責
期
間
や
給
付
条
件
な
ど
を
比
較
し
ま
す

就
業
不
能
保
険
を
選
ぶ
際
の
主
な
ポ
イ
ン
ト
を
六
つ
ご
紹
介
し
ま
す
。

   【
図
表
５
】
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

就業不能保障が主契約の単体タイプと死亡保険な
どに特約の形で付加するタイプがある。保険金の
受取条件がゆるやかで見直しがしやすいのは単体
タイプ。今後、死亡保険に加入する予定があれば、
その保険に特約として付加するほうが、単体で加
入するよりも保険料は割安

免責期間が何日のタイプにするか。免責期間60
日の商品が多いが、会社員（公務員）ならば傷病
手当金の支払期間が最長１年６カ月あることを考
慮して、180日タイプなどを選ぶと保険料が安く
なる

就業不能状態の条件は商品によって異なり、医師
の指示による入院・自宅療養でも対象になるもの
と、公的保障（障害年金など）で定める障害等級
の認定が条件になるものと、大きく２種類ある。
対象となる疾病も異なるので、どんなときに保険
金を受け取れるのかチェックする

うつ病などの精神疾患が理由で働けなくなる人が
増加しているため、精神疾患が保障対象か、その
際の保険金は一時金か年金タイプかを確認する

仕事に復帰できても、しばらくは就業時間の短縮
などで収入が減る場合もあるため、仕事に復帰し
た後も給付が継続するタイプかどうかを確認する

保険料払込免除特約が付けられるか。就業不能状
態になると、保険料を支払い続けるのは大変なの
で、この特約を付加できることが望ましい

【図表５】就業不能保険を選ぶ際のチェックポイント

（出所）監修者作成

住
宅
ロ
ー
ン
の
負
担
が
重
く
て
心
配
で
す

QA
就
業
不
能
に
備
え
る
団
体
信
用
生
命
保
険
付
き
の

住
宅
ロ
ー
ン
の
利
用
が
考
え
ら
れ
ま
す

住
宅
ロ
ー
ン
を
借
り
る
際
に
は
、
住
宅
ロ
ー

ン
の
返
済
中
に
契
約
者
が
死
亡
・
所
定
の
障
害

状
態
に
な
っ
た
場
合
な
ど
に
、
ロ
ー
ン
の
残
債

分
が
支
払
わ
れ
る
「
団
信
（
団
体
信
用
生
命
保

険
）」
に
加
入
す
る
の
が
一
般
的
で
す
。

こ
れ
に
疾
病
保
障
の
特
約
を
付
け
る
こ
と
で
、

死
亡
等
だ
け
で
な
く
、
三
大
疾
病
な
ど
で
所
定

の
状
態
に
な
る
と
、
以
降
の
ロ
ー
ン
の
支
払
い

が
肩
代
わ
り
さ
れ
ま
す
【
図
表
６
】。

新
規
で
住
宅
ロ
ー
ン
を
組
む
際
に
は
、
就
業

不
能
保
険
へ
の
加

入
の
代
わ
り
に
、

こ
の
疾
病
保
障
付

き
団
信
を
検
討
す

る
の
も
よ
い
で
し

ょ
う
。
す
で
に
住
宅
ロ
ー
ン
を
組
ん

で
い
る
場
合
、
ロ
ー
ン
の
借
り
換
え

を
し
て
、
合
わ
せ
て
付
加
す
る
こ
と

も
可
能
で
す
。

保険の
内容は？

死亡・高度障害時に、住宅ロ
ーンの借入残額分を保障。
特約で付加することにより三
大疾病などもカバー

どうやって
加入？

住宅ローン借入れ時にセット
で加入。
現在、疾病保障特約が付加さ
れていない場合、借り換えて
加入する

保険料は？

借入利率に0.1 ～ 0.3％上乗
せされる（金利は上乗せされ
ず、保険料を支払うものもあ
る）

保障の条件

・がんの場合：診断確定
・ 急性心筋梗塞、脳卒中の場
合：60日以上所定の状態が
継続

【図表６】疾病保障付き団信とは

（出所）監修者作成

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
原
因
で
働
け
な
く
な
っ

た
場
合
の
備
え
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
人
が
関
心
を

持
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

ま
ず
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
で
か
か

る
医
療
費
に
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
と
い
っ
た
「
検
査
に

か
か
る
費
用
」
と
「
入
院
・
治
療
に
か
か
る
費
用
」

が
あ
り
ま
す
。
感
染
の
有
無
を
判
断
す
る
Ｐ
Ｃ
Ｒ

検
査
に
関
し
て
は
、
特
例
措
置
と
し
て
、
自
己
負

担
分
を
自
治
体
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
、
無
料

で
受
診
で
き
ま
す
。

入
院
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
が
「
指
定
感
染
症
」
と
定
め
ら
れ

た
た
め
、
す
べ
て
公
費
で
ま
か
な
わ
れ
ま
す
。
た

だ
し
、
世
帯
が
負
担
す
る
市
町
村
民
税
所
得
割
の

額
が
56
万
４
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
は
、
月
額

２
万
円
を
上
限
と
し
て
費
用
の
一
部
を
負
担
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
民
間
保
険
会
社
の
医
療
保
険
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
保
障
の
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

多
く
の
保
険
会
社
が
、
病
院
へ
の
入
院
は
も
ち
ろ

ん
、
指
定
さ
れ
た
ホ
テ
ル
で
の
療
養
や
医
師
の
指

示
に
よ
る
自
宅
療
養
も
、
入
院
給
付
金
を
支
払
う

対
象
と
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
就
業
不
能
保
険
に
つ
い
て
は
、
60
日

ま
た
は
１
８
０
日
の
「
免
責
期
間
（
支
払
対
象
外

期
間
）」
が
あ
る
点
に
注
意
が
必
要
で
す
。
入
院
１

日
に
つ
き
１
万
円
、
あ
る
い
は
入
院
を
し
た
ら
所
定

の
一
時
金
が
受
け
取
れ
る
と
い
っ
た
医
療
保
険
と
は

違
い
、
就
業
不
能
保
険
は
免
責
期
間
を
過
ぎ
な
い

と
給
付
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
症
状
に
も
よ
り
ま

す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
治
療
期
間
は
そ
れ

ほ
ど
長
く
な
い
た
め
、
給
付
対
象
に
な
ら
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
契
約
内
容
を
よ
く
確
認
し

ま
し
ょ
う
。

な
お
、
就
業
不
能
保
険
で
保
障
を
受
け
る
に
は

「
健
康
上
の
理
由
」
で
働
け
な
く
な
っ
た
こ
と
が
原

則
な
の
で
、
勤
務
先
が
休
業
し
て
収
入
が
途
絶
え
た

場
合
は
、
そ
も
そ
も
保
障
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
備
え
ら
れ
る
保
険
は
あ
り
ま
す
か
？

QA
「
医
療
保
険
」
や
「
就
業
不
能
保
険
」
に
加
入
し
て
い
れ
ば

保
障
対
象
と
な
り
ま
す
が
、
給
付
条
件
に
は
注
意
が
必
要
で
す
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